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○杵築市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱 

平成17年10月１日告示第51号 

改正 

平成26年３月31日告示第13号 

杵築市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、杵築市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資

格審査の申請の時期に関する要綱（平成17年杵築市告示第50号）第７条の規定に基づき、共同企

業体の要件、競争入札参加資格等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 対象は、杵築市が発注する工事（以下「市工事」という。）の予定価格が１億円以上のも

のに適用できるものとする。 

（共同企業体の要件） 

第３条 市工事を共同請負する目的で共同企業体を結成するときは、当該共同企業体は、次に該当

する者でなければならないものとする。 

(１) 共同企業体を構成する建設業者（以下「構成員」という。）は、市工事に係る競争入札参

加者の資格を有する者であること。 

(２) 共同企業体の構成は、原則として２社とすること。ただし、円滑な共同施工の確保に支障

を生じないと認められる大規模工事において、契約担当者が特に必要と認める場合は３社とす

ることができる。 

(３) 構成員の代表者（以下「代表者」という。）は、級別格付が同一の者の間ではより大きな

施工能力を有する者、級別格付けが異なる者の間では上位の等級の者であること。 

(４) 共同企業体の形態は、共同施工方式（甲型）とし、原則として各構成員が対等の立場で、

一体となって施工するものであること。この場合において、１の構成員の出資比率は均等割に

10分の６を乗じたもの以上のものであり、かつ、代表者の出資比率は、構成員中最大のもので

あること。 

(５) 構成員は、同一工事において、２以上の共同企業体の構成員となることはできないもので

あること。 

２ 前項に規定するもののほか、発注する工事に関する共同企業体の構成員の技術的要件等は、契

約担当者が定める。 



2/3  

（建設工事指名委員会等の意見聴取） 

第４条 契約担当者は、前条第２項に規定する技術的要件等を定めるときは、あらかじめ、競争入

札参加資格委員会等（杵築市建設工事指名委員会等）の意見を聴くものとする。 

（結成方法） 

第５条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。 

（公告） 

第６条 契約担当者は、共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げ

る事項を公告するものとする。 

(１) 共同企業体により競争を行わせる工事である旨 

(２) 工事名 

(３) 工事場所 

(４) 工事の概要 

(５) 共同企業体の競争入札参加資格の確認に関する事項 

(６) 共同企業体の構成員の数、組合せ、結成方法、出資比率、存続期間、代表者要件及び構成

員の要件 

(７) 競争入札参加資格がないと認められた共同企業体に対する理由の説明に関する事項 

(８) その他必要と認める事項 

（競争入札参加資格の確認） 

第７条 競争入札（次条に定める要件設定型一般競争入札を除く。）の参加資格の確認を受けよう

とする共同企業体は、共同企業体競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）（以下「申請書」

という。）に建設工事共同企業体協定書（様式第２号。以下「協定書」という。）の写しを添え

て、市長に提出しなければならない。 

２ 契約担当者は、前項の規定により申請書が提出されたときは、審査を行い、その結果を申請書

を提出した代表者に書面により通知するものとする。 

（要件設定型一般競争入札参加資格の確認） 

第８条 要件設定型一般競争入札（あらかじめ設定された要件に該当し、競争入札参加資格を有す

る者が参加できる入札をいう。）に参加しようとする共同企業体は、入札時に協定書の写し及び

契約担当者が定める競争入札参加資格を有することを証する資料（以下「資料」という。）を契

約担当者に提出しなければならない。 

２ 契約担当者は、入札後最低の価格で入札した共同企業体（当該共同企業体が競争入札参加資格



3/3  

を満たしていない場合は、次に低い価格で入札した共同企業体とし、以下同様とする。）につい

て、前項の規定により提出された協定書及び資料に基づいて競争入札参加資格の審査を行い、そ

の結果を代表者に書面により通知するものとする。 

（競争入札参加資格がないと認められた共同企業体に対する理由の説明） 

第９条 前２条の規定により競争入札参加資格がない旨の通知を受けた代表者は、第５条の規定に

よる公告（以下「公告」という。）に示された期限内に、競争入札参加資格がないと認められた

理由について、契約担当者に説明を求めることができる。 

２ 前項の規定により理由の説明を求めようとする者は、その旨を記載した書面を、持参により提

出しなければならない。 

３ 契約担当者は、第１項の規定により理由の説明を求められたときは、原則として、公告に示さ

れた期限の翌日から起算して８日以内に、理由の説明を求めた者に対して、書面により回答する

ものとする。 

（共同企業体の存続期間） 

第10条 市工事に係る契約の相手方となった共同企業体は、当該工事の完了後３月以上存続するも

のとする。共同企業体の存続期間満了後において、当該工事につきかし担保責任がある場合は、

各構成員は、連帯してその責を負うものとする。 

２ 当該工事につき結成された共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該工事

に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。 

（要綱に定めのない事項） 

第11条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日告示第13号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

 

 


